
令和７年１１月１３日

３年生保護者の皆様へ

南城市立知念小学校

校長 前川 真哉

(公印省略)

学年閉鎖についてのお知らせ

時下、保護者の皆さまにはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、本日３年生においてインフルエンザの罹患者６名、発熱等による欠席者が４名お

り、合計１０名の児童が欠席となっています。発熱による早退者も出ている状況です。

このため、南城市教育委員会と学校医からの助言を受けて、感染拡大防止の観点から、

下記の通り学年閉鎖を実施することになりました。急な連絡となりますが、皆様のご理解

とご協力をよろしくお願いします。

記

１ 学年閉鎖する学年 知念小学校 ３年生

２ 学年閉鎖する期間 令和７年１１月１４日（金）

３ 今後の対応 （１）発熱、風邪など体調不良がなければ、令和７年１１月

１７日(月)から登校可能です。

（２）発熱、風邪など体調不良がある場合は、医療機関を受診

及び学校へ連絡ください。

（３） 感染拡大防止のため、できるだけ外出はお控えください。

スポーツ少年団の活動も参加できません。

４ そ の 他 「３年生の宿題」についてのメモを添付しております。

ご覧ください。

問い合わせ先

南城市立知念小学校

教頭 内間 晃

TEL (098)948-1302



３年生の宿題 

①国語の力ｐ２６～２７の漢字 

②算数プリント（まるい形） 

③タブレット 

 ※持ちかえった子だけ 

 （まなびボックス国・算・理の習ったところまで） 

 

〈１１月１７日（月）のメモ〉 

・時間わり通り 

・持ち物 

上ばき、体育着、エプロン、コンパス 

  タブレット（持ちかえった子だけ） 

※ぼ金かいしゅうが始まります。 



インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の出席停止期間について 

 
 保護者 各位 

 

 インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症は学校保健安全法第 19条により出席停止期間が定められてい

ますので、決められた日数は自宅で療養してください。なお、出席停止期間は欠席扱いにはなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※本校では、昨年度より出席停止解除願いは廃止していますが、学校感染症に指定されている感染症に罹

患した際には、定めれた期間、出席停止となります。  

 ※下記は、お子様の体調管理、出席停止期間の確認のため、必要な場合はご活用ください。 

 ※学校感染症と診断された際には、必ず学校へ診断名と発症日、出席停止期間の報告（学校欠席連絡お

よび電話）をお願いします。 

 

 

１． 受 診 日 :           年       月       日   （    ） 

 

２． 受診病院名 :                                         

 

３．診 断 名  :  インフルエンザ（   ）型 ／ 新型コロナウイルス感染症    

 

４．発症日（症状が現れた日）  :           年       月       日   （    ） 

 

５．解熱日（平熱に戻った日）  :            年       月       日   （    ） 

 

<体温測定結果＞ 
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                                     （記録が入らない場合は、空いているスペースに記載してください） 

  

●インフルエンザの出席停止期間 

 「発症日から 5日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで」 

●新型コロナウイルス感染症の出席停止期間 

 「発症日から 5日を経過し、かつ、症状軽快後 1日を経過するまで」 
※発症日とは病院受診した日ではなく、症状が現れた日のことを指します。また、発症日は０日目となります。 

※詳しくは裏面をご覧ください。 

休まなければいけない最短期間です 



 

新型コロナウイルス感染症の場合も数え方は同じです。 

５日を経過していても、インフルエンザの場合は「解熱した後２日を経過するまで」 

新型コロナウイルス感染症の場合は「症状軽快後１日を経過するまで」登校できません。 


